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新
聞
紙
上
を
賑
わ
せ
た
「
年
金
」、
特
に
農
業

者
の
年
金
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。 

 老
後
の
備
え
と
し
て
の
年
金
 

　
い
わ
ゆ
る
「
老
後
」
と
は
６５
歳
以
上
で
あ
る

（
全
人
口
の
約
２
割
、
２０
年
後
に
は
3
割
を
超

え
る
）。
で
は
６５
歳
以
上
の
日
本
人
は
平
均
的

に
ど
れ
く
ら
い
生
き
る
の
か
。
６５
歳
の
人
の
平

均
余
命
は
男
性
で
１８
年
、
女
性
で
２３
年
で
あ
り
、

お
お
よ
そ
２０
年
の
活
動
期
間
が
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
間
に
必
要
な
生
活
費
は
月
額
２３
万
円
〜

３０
万
円
程
度
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
６５
歳
か
ら

２０
年
生
き
る
と
し
て
２３
万
円
×
１２
月
×
２０
年
＝

5，
5
2
0
万
円
と
な
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
金

額
を
老
後
に
備
え
て
用
意
す
る
と
い
っ
て
も
大

変
で
あ
る
。
で
は
ど
う
す
る
か
。
農
業
者
の
場

合
は
自
営
で
定
年
が
な
い
の
だ
か
ら
生
涯
現
役

で
が
ん
ば
る
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
つ

何
時
病
気
や
け
が
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
。 

　
そ
う
い
う
点
で
年
金
と
い
う
の
は
た
と
え
働

け
な
く
な
っ
て
も
、
生
涯
を
通
じ
て
決
ま
っ
た

金
額
が
決
ま
っ
た
時
期
に
入
っ
て
く
る
の
で
、

老
後
の
生
活
に
備
え
て
年
金
を
充
実
す
る
こ
と

は
確
実
な
選
択
肢
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
日
本
の
公
的
年
金
制
度
は
全
国
民
に
共
通
し

た
「
国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）」
を
基
礎
に
、
厚

生
年
金
や
共
済
年
金
の
「
被
用
者
年
金
」
の
2

階
建
て
と
な
っ
て
い
る
。
国
民
年
金
は
1
号
被

保
険
者
（
農
業
者
な
ど
の
自
営
業
者
、
約
2，

1
0
0
万
人
）、
2
号
被
保
険
者
（
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
や
公
務
員
、
約
3，
8
0
0
万
人
）、
3
号

被
保
険
者
（
2
号
の
配
偶
者
約
1，
0
0
0
万

人
）
の
3
つ
に
分
か
れ
る
。 

　
国
民
年
金
は
４０
年
（
２０
歳
〜
６０
歳
）
加
入
し

て
1
人
月
額
6
・
6
万
円
、
夫
婦
で
１３
・
2
万

円
が
受
給
で
き
る
。
必
要
額
約
２３
万
円
か
ら
み

る
と
１０
万
円
不
足
す
る
。
ち
な
み
に
厚
生
年
金

の
場
合
、
報
酬
に
よ
っ
て
か
な
り
違
う
よ
う
で
、

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で
は
約
２３
万
円
と
な
っ
て
い
る
。 

 

農
業
者
年
金
の
歴
史
 

　
昭
和
４６
年
に
「
農
業
者
に
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

並
み
の
年
金
を
」
と
い
う
要
請
の
高
ま
り
に
応

え
て
農
業
者
の
老
後
生
活
の
安
定
と
と
も
に
、

農
業
経
営
者
の
若
返
り
・
経
営
の
細
分
化
防
止
・

経
営
規
模
の
拡
大
を
図
り
農
業
経
営
近
代
化
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
農
業
者
年
金
（
旧

制
度
）
が
創
設
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
担

い
手
の
減
少
と
著
し
い
高
齢
化
に
よ
り
、
平
成

１３
年
に
は
受
給
者
７４
万
人
に
対
し
加
入
者
（
被

保
険
者
）
２５
万
人
と
、
加
入
者
１
人
が
受
給
者

3
人
を
養
う
と
い
う
状
況
に
陥
り
、
財
政
的
に

も
大
変
厳
し
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
制
度
改
革

の
検
討
が
進
め
ら
れ
、
平
成
１４
年
に
新
し
い
農

業
者
年
金
制
度
が
発
足
し
た
。
旧
制
度
の
加
入

は
廃
止
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
旧
制
度
の
年
金
受

給
者
は
現
在
も
約
６０
万
人
で
あ
り
、
年
間
約
1，

5
0
0
億
円
の
年
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
（
1

人
当
た
り
年
平
均
２４
万
円
）。 

 農
業
者
年
金
の
概
要
 

　
農
業
者
年
金
は
農
業
経
営
の
近
代
化
で
は
な

く
農
業
者
の
確
保
を
農
政
上
の
目
的
と
し
て
お

り
、
①
国
民
年
金
の
１
号
被
保
険
者
で
あ
る
と

と
も
に
、
農
地
所
有
者
に
加
入
義
務
が
あ
っ
た

旧
制
度
と
異
な
り
、
年
間
６０
日
以
上
農
業
に
従

事
し
て
い
る
６０
歳
未
満
の
者
で
あ
れ
ば
加
入
で

き
る
こ
と
、
②
現
役
世
代
の
保
険
料
で
リ
タ
イ

ア
世
代
の
年
金
を
賄
う
と
い
う
方
式
で
は
な
く
、

自
ら
が
積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ
の
運
用
益
に

よ
り
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
決
ま
る
方
式
と

な
っ
て
い
る
こ
と
、
③
終
身
年
金
で
８０
歳
ま
で

の
保
証
付
き
で
あ
る
こ
と
、
④
税
制
面
で
民
間

の
個
人
年
金
と
は
異
な
り
、
保
険
料
や
年
金
そ

の
も
の
に
優
遇
措
置
が
あ
る
こ
と
、
⑤
認
定
農

業
者
な
ど
農
業
の
担
い
手
に
は
保
険
料
の
国
庫

補
助
が
あ
る
こ
と
（
個
人
に
対
す
る
唯
一
の
助

成
措
置
）
な
ど
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。 

　
現
在
の
加
入
者
は
旧
制
度
か
ら
の
移
行
者
も

含
め
て
約
9
万
人
と
な
っ
て
い
る
。
旧
制
度
の

年
金
を
引
き
下
げ
た
こ
と
に
対
す
る
不
信
感
や

発
足
当
初
の
資
産
運
用
が
マ
イ
ナ
ス
だ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
最
初
の
3
年
間
の
新
規
加
入
者
は

1，
6
0
0
人
前
後
で
あ
っ
た
が
、
１８
年
度
か

ら
は
平
均
3，
5
0
0
人
と
大
幅
に
増
加
し
て

い
る
。
加
入
率
は
ど
れ
く
ら
い
か
と
聞
か
れ
る

が
、
国
民
年
金
の
１
号
被
保
険
者
の
う
ち
農
業

者
が
ど
れ
く
ら
い
で
あ
る
か
と
い
う
数
値
が
な

い
た
め
、
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
。
基
幹
的
農

業
従
事
者
の
う
ち
２０
歳
か
ら
６０
歳
未
満
の
者
は

６７
万
人
で
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
増
加
の
余
地
が
あ

る
と
い
え
る
。 




